
第１回 永平寺町学校のあり方検討委員会資料 

 

 

１． 委員会の目的について（資料１） 

永平寺町の小中学校のこれからのあり方について検討し、望ましい学校教育環境の整備に資

するため、永平寺町学校のあり方検討委員会を設置する。 

  

 

２． 諮問事項について（資料２） 

永平寺町内の小中学校のあり方について 

（１） 望ましい教育環境のあり方 

（２） 地域と連携した学校づくりのあり方 

 

《諮問理由》 

   永平寺町内の小中学校において、将来にわたって質の高い教育を維持するため、児童生徒にと

ってどのような教育が必要かを総合的に議論し、望ましい学校のあり方について答申いただきた

い 

 

 

３． 「これからの社会と教育のあり方について」（福井大学連合教職大学院 木村准教授） 

 

 

４． 教育の目的について（法律の規定） （資料３） 

 

 

５． 永平寺町の教育指針について 

 

（１）第二次永平寺町総合振興計画（資料４） 

平成２９年３月に策定された町の最上位計画である第二次永平寺町総合振興計画の７つの基本

目標の１つには「豊かな人間性と文化を育む、ゆとりに満ちた人づくり」が掲げられており、その

中に「学校教育環境の充実」を定めています。ここでは、以下の３つの教育施策を展開しています。 

① 教育内容の充実 

・「礼の心」を重んじた教育の充実 

・確かな学力の向上 

・豊かな心、郷土を愛する心の育成 

② ふるさとに学ぶ教育の充実 

・地域に根ざした特色ある教育活動の展開 

・地域と進める体験活動の充実 

・教師の指導力向上支援事業の充実 



・家庭・地域・学校協議会の充実 

・学校開放日の設定 

③ 教育施設の整備 

・各学校施設改修工事の実施 

・非構造部材耐震工事の実施 

  

（２）永平寺町教育大綱（資料５）（Ｈ２７作成→Ｒ元年度改訂予定） 

 

（３）永平寺町学校教育方針（毎年作成）（資料６）・・・別紙資料 

 

 

６． スケジュール及び協議内容（予定）について 

  

第１回委員会（令和元年１２月） 

（１）委員会の目的説明 

（２）諮問事項説明 

（３）学識経験者のお話 

（４）教育に関する法律及び永平寺町の教育指針について 

 

 第２回委員会（令和２年２月） 

（１） 永平寺町内の学校教育の現状について 

（２） アンケート（案）について 

 

 第３回委員会（令和２年６～７月） 

（１） アンケート結果について 

 

 第４回委員会（令和２年８～９月） 

（１） 望ましい教育環境のあり方について協議 

（２） 地域と連携した学校づくりのあり方について協議 

 

 第５回委員会（令和２年１０～１１月） 

（１） 地域と連携した学校づくりのあり方について協議（続き） 

（２） 答申案について協議 

 

 第６回委員会（令和３年１～２月） 

（１） 答申案について協議 

（２） 答申案の確定 
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永平寺町教育委員会告示第３号 

 

 永平寺町学校のあり方検討委員会設置要綱を次のように定める。 

 

令和元年８月１日    

 

福井県吉田郡永平寺町教育委員会 教育長 室 秀 典 

 

永平寺町学校のあり方検討委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 永平寺町内の小中学校のこれからのあり方について検討し、望ましい学校教育

環境の整備に資するため、永平寺町学校のあり方検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事項）  

第２条 委員会は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、

次の事項について協議し、教育委員会に答申するものとする。 

（１） 望ましい教育環境のあり方 

（２） 地域と連携した学校づくりのあり方 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 議会代表 

（３） 永平寺町校長会代表 

（４） 保護者代表 

（５） 地域代表 

（６） 住民代表 

（７） その他教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は第２条に規定する答申をもって終了する。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は学識経験者のうちから委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名

する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（会議） 

資料１



第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱

後最初の会議は、教育委員会が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意

見等を聴取することができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

資料１



   永 教 学 ７ ０ ４ 号 

令和元年１２月２５日 

 

 

 永平寺町学校のあり方検討委員会 委員長様 

 

 

                        永平寺町教育委員会 

教育長 室 秀 典 

                          

 

永平寺町内小中学校のこれからのあり方について（諮問） 

 

 

永平寺町学校のあり方検討委員会設置要綱（令和元年永平寺町教育委員会告

示第３号）第２条の規定により、次に掲げる事項について答申頂きたく、諮問

いたします。 

 

 

諮問事項 

 

永平寺町内の小中学校のこれからについて 

（１）望ましい教育環境のあり方 

（２）地域と連携した学校づくりのあり方 

 

 

 

諮問理由 

少子化の進行を含めた社会情勢の変化は、教育環境にさまざまな影響を及ぼ

すことが懸念されます。 

永平寺町内の小中学校において、将来にわたって質の高い教育を維持するた

め、児童生徒にとってどのような教育環境が必要かを総合的に議論し、望まし

い学校のあり方について答申頂きたいと存じます。 

資料２



教育の目的について（法律の規定） 

 

 

教育の目的については次のように規定されています。 

【教育基本法 第１条】 

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備

えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。 

 

義務教育の目的については次のように規定されています。 

【教育基本法第５条第２項】 

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的

に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこ

とを目的として行われるものとする。 

※普通教育：一般社会人として必要と思われる知識や能力を養うために行われる教育。専門教育や職業教育に対

するもの。 

 

教育基本法第５条第２項の目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものと

規定されております。【学校教育法第２１条】 

１ 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判

断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養

うこと。 

２ 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全

に寄与する態度を養うこと。 

３ 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらを

はぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じ

て、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

４ 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な

理解と技能を養うこと。 

５ 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 

６ 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 

７ 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基

礎的な能力を養うこと。 

８ 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、

心身の調和的発達を図ること。 

９ 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養

うこと。 

１０ 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路

を選択する能力を養うこと。 

 

資料３



資料４
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第
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基
本
構
想

第３節　将来像実現に向けた計画の体系

　将来像の実現に向けて、７つの分野別の基本目標を掲げ、施策の展開を図ります。

第
１
章　

目
指
す
ま
ち
の
姿

まちの将来像 基本目標 基本施策

実　
　

施　
　

計　
　

画

未
来
を
創
る　

め
ぐ
る
感
動　

心
つ
な
が
る
清
流
の
ま
ち　

え
い
へ
い
じ

（１）
豊かな人間性と文化
を育む、ゆとりに
満ちた人づくり

（２）
健康で心がふれあう
やさしいまちづくり

（３）
安心して安全に
暮らせるまちづくり

（４）
地域の価値を高め、
賑わいのある
まちづくり

（５）
快適で

うるおいのある
美しいまちづくり

（６）
新しいつながり・絆
でひらく、連携と協働
のまちづくり

（７）
健全な財政運営
に向けて

１　子育て支援の充実
２　家庭・地域の教育力の向上
３　生涯学習の充実
４　生涯スポーツの推進
５　学校教育環境の充実
６　地域文化の振興

１　生涯を通じた健康づくりの推進
２　地域医療体制の推進
３　地域福祉の推進
４　高齢者福祉の充実
５　障害者（児）福祉の充実
６　安定した社会保障制度の推進

１　自主防災組織と連携した
　　災害対策の充実
２　消防・救急体制の充実
３　交通安全対策の強化
４　防犯活動の強化
５　自然環境の保全、生活環境の確保

１　観光の振興
２　農林水産業の振興
３　商工業の振興
４　雇用環境の充実

１　道路網の充実
２　公共交通の充実
３　景観の保全・形成
４　快適な住宅の整備促進
５　上水道・下水道の充実

１　参画と協働によるまちづくりの推進
２　地域活動の活性化・活動支援
３　若者が参画するまちづくりの推進
４　人権の尊重
５　国際交流の推進
６　男女共同参画社会の推進

１　安定した財政運営の推進
２　効率的・効果的な行政運営の推進
３　行政サービスの向上

基本構想 基本計画

資料４



第１章
豊かな人間性と
文化を育む、
ゆとりに満ちた
人づくり
第１節　子育て支援の充実
第２節　家庭・地域の教育力の向上
第３節　生涯学習の充実
第４節　生涯スポーツの推進
第５節　学校教育環境の充実
第６節　地域文化の振興

資料４
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第５節　学校教育環境の充実

現状と課題

　小学校から中学校までの義務教育期間は、子どもたちの知力や体力が大きく発達し、
個性と人格を形成するうえでもきわめて重要な時期にあたります。
　本町では、特色のある教育、児童生徒の現状にあった教育活動、地域と連携した行事、
また地域参加型の授業も実施しています。様々な支援を必要とする児童・生徒に対し、
学校教育支援員を配置して、学校生活上の介助や学習活動の支援をしています。
　社会情勢が日々変化し、子どもたちを取り巻く環境も大きく変わってきている中で、
心身ともに健全な子どもを育てるため、感謝する心や感動する心、思いやりの心など
を育む道徳教育や、郷土を知り郷土を愛する教育をより一層充実させていくことも
必要です。
　教育施設の整備については、校舎や体育館の老朽化、耐震力のない学校施設におい
て耐震補強工事を行い、安心安全な教育環境の整備を図りました。これからは、小・
中学校の児童・生徒の減少など教育環境の変化に対応した教育施設の整備を計画的に
行うことが重要です。

◆町内の小・中学校一覧表◆
区　分 学校名

小学校（７校）

松岡小学校

吉野小学校

御陵小学校

志比小学校

志比南小学校

志比北小学校

上志比小学校

中学校（３校）

松岡中学校

永平寺中学校

上志比中学校
資料：庁内担当課

資料４
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小学校児童数 中学校生徒数

◆児童・生徒数の推移◆

0

200

400

600

800

1000

1,200 1,116

578

1,112

572

1,080

597

1,056

569

1,042

573

1,018

553

（人）

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

資料：庁内担当課

平成23年

施策の展開

（１）教育内容の充実
　子どもたちに学ぶ楽しさを実感させ、基礎的な知識と基本的な技術に基づく確かな学力を
身につけさせるため、学習指導の工夫と改善を図るとともに、子どもたちの特性に応じて授業
を実施するなど、きめ細かな教育を推進します。
　教育活動全般を通して「礼の心」を重んじた道徳教育を推進するとともに、家庭や地域との
連携を図りながら地域での奉仕活動、ボランティア活動、体験学習などを充実し「豊かな心」、
「郷土を愛する心」を育てます。
　また、家庭における学習習慣の定着を図るなど、学校と家庭が一体となった教育を推進しま
す。

　●「礼の心」を重んじた教育の充実
　●確かな学力の向上
　●豊かな心、郷土を愛する心の育成

資料４
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（２）ふるさとに学ぶ教育の充実
　子どもたちが本町の風土や文化、産業などを学び、体験できる機会を充実するとともに、
地域の行事への参加を通して地域社会との交流や連携を深め、子どもたちの郷土への理解や
誇りを育みます。
　学校が主体性を持って地域に根ざした特色ある教育活動を展開するとともに、家庭・地域と
のコミュニケーションを大切にして、地域と共に歩む学校づくりを進めます。
　また、教職員一人ひとりの指導力向上を図るための大学と連携した取組みを進めます。

　●地域に根ざした特色ある教育活動の展開
　●地域と進める体験活動の充実
　●教師の指導力向上支援事業の充実
　●家庭・地域・学校協議会の充実
　●学校開放日の設定

（３）教育施設の整備
　学校施設の長期保全再生計画を基本に、老朽化や児童・生徒数の変化など、教育環境の変化
に応じて施設の整備、充実を図ります。

　●各学校施設改修工事の実施
　●非構造部材耐震工事の実施

◆目標指標

指標の内容 当初値（Ｈ28） 目標値（Ｈ33） 目標値（Ｈ38）

学校教育環境の充実への
取組みに関する町民満足度 63.5％ 65.0％ 70.0％

資料４
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２０１９年度

永平寺町学校教育方針

ふるさと永平寺町を誇りに思える

魅力ある学校づくりをめざして

【重点目標】

「礼の心」を重んじ、夢や希望を持って

粘り強く学び、行動力のある児童生徒の育成

【重点努力事項】

１．「豊かな心」の育成
（１）教育活動全体を通した「礼の心」を重んじた道徳教育の推進

（２）お互いを認め合い、助け合い、褒め合う活動の推進

（３）永平寺町の自然や歴史、文化を学ぶ活動の推進

２．「確かな学力」の育成
（１）ていねいな指導による一人一人を大切にした学習の推進

（２）課題解決に向けた主体的・対話的で深い学びの推進

（３）学習指導要領改訂に向けた学力向上の推進

３．「健やかな体」の育成
（１）健全な心身を育むため、体育・保健・食育等の学習の推進

（２）基本的な生活習慣の習得のため、家庭との連携の推進

【サポート体制の充実】

４．家庭・地域・学校の連携
永平寺町の宝である子どもたちを育てるため、家庭・地域・学校が

連携していく協力体制を構築する。

５．教師の指導力向上
永平寺町の宝である子どもたちを育てるため、教職員が教育者としての

使命感や倫理観を持ち、資質・指導力の向上を図る。

永平寺町教育委員会
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１．「豊かな心」の育成に向けて
（１）教育活動全体を通した「礼の心」を重んじた道徳教育の推進

①自己をみつめる場を設定する。

例：「校門での礼」「黙想」「振り返り」「無言清掃」

②主体的に課題に向かう心、あきらめない心を育成する。

③思いやりの心・感謝の心を表現する活動を実践する。

④自分たちで住みよい環境作りに参画する意識を育成する。

⑤生命を大切にする心を育成する。

（２）お互いを認め合い、助け合い、褒め合う活動の推進

①「ありがとう運動」「あいさつ運動」の習慣化を図る。

②「はいどうぞ」「ありがとう」「どういたしまして」の感謝・思いやりを実践する。

③自分の思いを素直に表現し、一人一人の意見を尊重する対話活動を充実する。

④一人一人の良いところを認め合い伸ばし合う活動の場を充実する。

（３）永平寺町の自然や歴史、文化を学ぶ活動の推進

①ふるさと永平寺町について学ぶ活動を実践する。「ふるさと永平寺発見体験活動」

②ＰＴＡや地域の方々と連携した活動を実践する。「地域と進める体験推進事業」

２．「確かな学力」の育成に向けて
（１）ていねいな指導による一人一人を大切にした学習の推進

①基礎基本の確実な定着を図る。

②自主学習の習慣の定着を図る。

一人一人の主体性を尊重し、課題と量に配慮した指導を心がける。

③個に応じた学習支援の充実を図る。

（２）課題解決に向けて主体的・対話的で深い学びの推進

①自分の考えを持って授業に参加するための工夫を行う。

②語彙力の伸長と、自分の考えを表現する能力を育成する。

③共感的態度で、自分の意見と周りの意見を比較検討する対話の場面を設定する。

④「なるほど、そうなんだ」など気づきを大切にした学習場面を設定する。

⑤自問自答し、気づき（変容）が自覚できる学習場面を設定する。

⑥児童生徒の成長を評価するとともに、達成感を実感できる振り返りを工夫する。

（３）次期学習指導要領改訂に向けた学力向上への取り組みの推進

①ＴＴ・少人数指導、高学年教科担任制を積極的に導入する。

②小学校での英語教科化に向けて、研修や授業実践、小中連携を充実する。

③道徳の教科化に合わせて、研修や授業実践を充実する。

④プログラミング教育の研修や授業実践を充実する。

資料６



３．「健やかな体」の育成に向けて
（１）健全な心身を育むため、体育・保健・食育等の学習の強化推進

①児童生徒の体力向上や体を動かす楽しさ・心地よさを体感させる業間活動や

クラブ活動、部活動など運動意欲を高める取り組みを工夫する。

②芸術・スポーツの楽しさや喜びを味わうために、魅力ある取り組みを実践する。

③「健康の保持・増進、体力の向上」に向けた学校体育や保健指導を充実する。

④活動全体を通して、児童生徒自らが健全な心身を作ろうとする態度を育成する。

（２）基本的な生活習慣の習得のため、家庭との連携の強化推進

①家庭との連携を強め、基本的な生活習慣の習得を図る。

②目と歯の健康、薬物乱用防止教育の積極的な取り組みを実践する。

③食育・眠育の推進により、心と体の健康な生活習慣の育成を図る。

４．家庭・地域・学校の連携に向けて
○重テレビ視聴、ゲーム時間、携帯電話・ＳＮＳの利用（スマートルールづくり）に

ついて考え、良い生活リズムづくりを家庭と連携して促進する。

○重家庭学習の習慣づくり、読書時間の確保、家族との対話について考え、良い習慣

づくりを家庭と連携して促進する。

③目や歯の健康に関する予防の取り組みについて、家庭と連携して促進する。

④福井型コミュニティスクールを推進し、家庭・地域との連携を強くする。

⑤永平寺町内のいろいろな組織と連携しながら、地域での奉仕活動、ボランティア

活動、体験活動を推進し、児童生徒の「ふるさと永平寺」への関心を高める。

５．教師の指導力向上に向けて
○重教師自身も心身ともに健康で”笑顔”で教育に携わるように、業務改善を図ると

ともに、チーム学校で取り組む。

○重”学校へ行くのが楽しい”と児童生徒が思える学校づくりを重視する。

③学校教育活動における児童生徒との関わりすべてに影響力があることを自覚し、

教育者としての資質向上に取り組む。

④「どのような児童生徒に育って欲しいのか」を、問い続ける教師集団を目指す。

⑤いつでもなんでも相談できる信頼関係づくりの構築に取り組む。

⑥毎日の授業が最重要と考え、授業を担当する教師の指導力向上を図る。

⑦児童生徒一人一人の興味・関心の実態を把握し、教材の精選や知的好奇心に

訴える導入課題を提供するなど、授業展開を工夫する。

⑧小・中学校学習指導要領の改訂において、『主体的・対話的で深い学び』『言語能

力の確実な育成』『外国語教育の充実』『理数教育の充実』『伝統や文化に関する

教育の充実』『道徳教育の充実』『体験活動の充実』『プログラミング教育』など

教育内容の学習・指導方法、評価方法等の研究を推進する。

①「つながる教育」の体制づくりのため、幼小連携、小小連携、小中連携、中中

連携を進め、研究会などを通して情報交換、指導力の向上に努める。

※ ○重は 2019 年度に特に力を入れて取り組む項目です。
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